
●仙北市経営安定資金利子補給制度の申請の要否

秋田県経営安定資金（新型コロナウイルス感染症対策枠・危機関連枠・危機対策枠・危機対策特別枠）の融資を受けた方は、仙北市が実施する利子補給制度の対象になる場合があります。

下記書類を商工課へ提出してください。

・申請書（個人申請用）様式第１号の２

・融資残高証明書（個人申請用）様式第３号

・返済予定表

・住民票（個人事業主のみ）

・履歴事項全部証明書（法人のみ）

※融資残高証明書は融資を受けた金融機関からの証明が必要です。

仙北市の利子補給の対象になりません。
仙北市への申請手続きは必要ありません。
金融機関が申請手続きを行います。

仙北市への申請手続きが必要です。

秋田銀行・北都銀行・羽後信用金庫
のうち仙北市外の支店で
融資の申込をされた方

秋田銀行・北都銀行・羽後信用金庫
のうち仙北市外の支店で
融資の申込をされた方

秋田銀行田沢湖支店・角館支店
北都銀行田沢湖支店・角館支店
羽後信用金庫角館支店で
融資の申込をされた方

秋田銀行田沢湖支店・角館支店
北都銀行田沢湖支店・角館支店
羽後信用金庫角館支店で
融資の申込をされた方

仙北市への申請手続きは必要ありません。
金融機関が申請手続きを行います。

融資を受けた時点において、
市内に代表者住所または
本社住所がある方

融資を受けた時点において、
市内に代表者住所または本社
住所はないが、市内に事業所

を有している方


